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入札説明書
今帰仁小学校校舎整備に伴う校具等引越委託業務

今帰仁村教育委員会
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今帰仁村が発注する今帰仁小学校校舎整備に伴う校具等引越委託業務に係る入札公告に

基づく一般競争入札（条件付）（以下「入札」という）の実施については、今帰仁村契約規

則に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１入札公告日

令和７年６月 27 日（金）

２入札に付する事項

（１）事 業 名 今帰仁小学校校舎整備に伴う校具等引越委託業務

（２）履 行 期 間 契約締結日から令和７年８月 29 日まで

（３）履 行 場 所 今帰仁村字越地地内

（４）仕 様 書 別紙のとおり

３入札手続等

（１）仕様書、入札及び契約に関する事務を担当する部署及び所在地

〒905-0492 今帰仁村字仲宗根 219 番地

今帰仁村教育委員会 学校教育課

電話 0980-56-2645 ＦＡＸ0980-56-5274

４入札書の作成方法

（１）入札書は所定の様式によること。

（２）入札書の記入に当たっては、次の事項を留意すること。

（ア）入札書は日本語で記入し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示す

ること。

（イ）記入事項は、次のとおり。

○入札金額

消費税及び地方消費税を除く金額を記載すること。

○入札日を記入すること

○入札参加者の住所、氏名（法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の職氏名）

及び押印をすること。

○入札者の氏名及び押印は、入札参加者（入札については委任を受けている場合は受任

者）の氏名（法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者（又は受任者）の氏名）

及び押印とする。

○入札書の記入内容に訂正がある場合には、訂正箇所に押印すること。ただし、金額の

訂正はできない。

○入札書を「今帰仁小学校校舎整備に伴う校具等引越委託業務」と記載した封筒に入れ、

登録印鑑で３点を割印すること。
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５入札日時及び場所

（１） 日 時：令和７年７月７日（月）午前 10 時

（２） 場 所：今帰仁村役場 第４会議室（３Ｆ）（今帰仁村字仲宗根 219 番地）

６代理人による入札

（１）入札を代理人に委任して行う場合は、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏

名を記入して押印した委任状を入札の日時までに提出すること。

（２）入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねる

ことができない。

７開札

（１）入札終了後、直ちに入札場所にて行う。

（２）入札書は、入札の日時に入札の場所へ持参すること。

（３）開札は、入札者を立ち合わせて行う。

（４）開札をした場合において、落札となるべき価格の入札がないときは、直ちに再度の入

札を行う。

（５）入札は、原則２回までとする。

８無効とする入札

（１）入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

（２）委任状を持参しない代理人のした入札

（３）記名押印を欠く入札

（４）金額を訂正した入札

（５）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

（６）入札者が２以上の入札をしたとき。

（７）他人の代理人を兼ね又は２以上を代理して入札をしたとき。

（８）入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。

（９）必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

９落札者の決定方法

（１）予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の最低の価格をもって入札をし

た者を落札者とする。

（２）落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、その場で直ちに、当該

入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者がある

ときは、これに代えて、当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。

10入札保証金及び契約保証金

今帰仁村契約規則のとおり
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11 契約書の作成等

（１）落札者は、契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から７日以内に提出しなければ

ならない。ただし、やむを得ない場合は、その限りではない。

（２）契約書は２通作成し、各自その１通を保有するものとする。

（３）契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。


